
平成28年２月₁日 第133号（3） かりや市議会だより （2）平成28年２月₁日第133号 かりや市議会だより

■
刈
谷
市
事
務
分
掌
条
例
等
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
市
役
所
に
お

け
る
組
織
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

〔
問
〕
大
規
模
改
正
の
目
的
は
。

〔	

答
〕
日
本
一
安
心
安
全
な
ま
ち
、

そ
し
て
市
民
に
と
っ
て
わ
か
り
や

す
い
組
織
づ
く
り
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。

〔	

問
〕
危
機
管
理
局
を
生
活
安
全
部

に
改
め
、
危
機
管
理
課
と
市
民
安

全
課
を
統
合
す
る
ね
ら
い
は
。

〔	

答
〕
市
民
生
活
の
安
心
安
全
に
直

結
す
る
「
防
災
部
門
」、「
防
犯
・

交
通
安
全
部
門
」、「
市
民
相
談
部

門
」
を
一
つ
の
部
に
集
約
す
る
こ

と
で
、「
日
本
一
安
心
安
全
な
ま

ち
」
を
実
現
さ
せ
る
組
織
体
制
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
問
〕
企
業
立
地
推
進
室
と
は
。

〔	

答
〕
工
業
用
地
を
確
保
す
る
業
務

に
特
化
し
、
企
業
ニ
ー
ズ
に
ス

ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
対
応
し
て
い

　

全
議
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特

別
委
員
会
を
経
て
、
関
係
す
る
分
科

会
で
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

　

12
月
17
日
に
再
度
予
算
審
査
特
別

委
員
会
を
開
催
し
、
各
分
科
会
で
の

審
査
結
果
に
つ
い
て
各
委
員
長
よ
り

報
告
を
受
け
、
18
日
の
本
会
議
に
お

く
部
署
と
す
る
。

〔	

問
〕
上
下
水
道
部
を
水
資
源
部
に

改
め
、
水
資
源
部
に
雨
水
対
策
課

を
移
管
す
る
理
由
は
。

〔	

答
〕
水
を
資
源
と
し
て
捉
え
、
水

害
対
策
な
ど
の
「
治
水
」、
水
道
、

農
業
用
水
、
た
め
池
な
ど
の
「
利

水
」、
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
、

水
と
ふ
れ
あ
う
空
間
整
備
な
ど
の

「
環
境
」
を
担
う
部
署
と
し
て
、

水
資
源
部
を
創
設
す
る
。
ま
た
、

雨
水
排
水
関
連
業
務
の
集
約
の
た

め
雨
水
対
策
課
を
移
管
す
る
。

〔	

問
〕
区
画
整
理
課
は
市
街
地
整
備

課
に
変
更
さ
れ
る
が
、
担
う
業
務

は
。

〔	

答
〕
土
地
区
画
整
理
事
業
に
加
え
、

銀
座
Ａ
Ｂ
地
区
整
備
事
業
な
ど
の

ま
ち
な
か
居
住
を
推
進
す
る
市
街

地
開
発
事
業
全
般
を
担
う
。

〔	

問
〕
生
涯
学
習
部
が
廃
止
さ
れ
て
、

教
育
部
に
統
合
さ
れ
る
が
、
生
涯

学
習
の
推
進
を
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
。

〔	

答
〕
生
涯
学
習
の
推
進
体
制
に
変

条

例

議

案

補
正
予
算
議
案

主
な
議
案
12
月定例

会

　
今
回
は
、
刈
谷
市
事
務
分
掌
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
な
ど
で
す
。

　
質
疑
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
で
報
告
さ
れ
た
各
委
員
会
の
委
員
長
報
告

を
中
心
に
、
要
約
し
て
掲
載
し
ま
す
。

■
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
12
月
20
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
再
任
す

る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。
（
任
期
は
３
年
）

■
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　

前
任
者
が
平
成
28
年
３
月
31
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、

そ
の
後
任
と
し
て
次
の
方
を
推
薦
す
る
こ
と
に
異
議
な
い
旨

答
申
し
ま
し
た
。
（
任
期
は
３
年
）

固定資産評価審査委員会とは・・・
　固定資産課税台帳に登録された事項に関する
不服申し立てについて、審査決定をする機関です。
人権擁護委員とは・・・
　国民に保障されている基本的人権を守るため、
法務大臣より委嘱されています。市長は議会の意
見を聞き、法務大臣に推薦します。

石い
し

川か
わ

　
克か

つ

彦ひ
こ

　
氏
（
４
期
目
）

御
幸
町

小
垣
江
町

平ひ
ら

野の

　
周し

ゅ
う

一い
ち

　
氏
（
１
期
目
）

議 

決 

結 

果 
一 
覧 
表　
（
※
）
…
賛
否
が
分
か
れ
た
も
の

・
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処
分
に
つ
い
て�

了
承

・
工
事
請
負
契
約
の
額
を
変
更
す
る
専
決
処
分
に
つ
い
て�

了
承

・
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て�

同
意

・
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て�

異
議
な
い
旨
答
申

・
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て
（
同
意
第
７
号
）�

同
意

・
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て
（
同
意
第
８
号
）（
※
）�

同
意

【
企
画
総
務
委
員
会
関
係
・
４
議
案
】�
す
べ
て
可
決

・
刈
谷
市
事
務
分
掌
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

・
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条

　

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
福
祉
経
済
委
員
会
関
係
・
３
議
案
】�

す
べ
て
可
決

・
刈
谷
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

　

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の

　

一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

・
刈
谷
市
心
身
障
害
者
扶
助
料
支
給
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
平
成
28
年
度
補
正
予
算
関
係
・
７
議
案
】�

す
べ
て
可
決

・
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）（
※
）

・
刈
谷
小
垣
江
駅
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

・
刈
谷
野
田
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

・
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
請
願　
４
件
】　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
自
動
車
関
係
諸
税
の
見
直
し
を
求
め

　

る
請
願
（
※
）�

採
択

・
子
ど
も
た
ち
が
豊
か
に
育
つ
よ
う
制
度
の
拡
充
を
求
め
る
請
願
（
※
）

�

不
採
択

・
保
育
園
申
請
書
配
布
か
ら
〆
切
ま
で
の
期
間
を
近
隣
自
治
体
並
み
の
４

　

週
間
程
度
に
延
長
し
、
申
込
者
に
優
し
い
制
度
設
計
に
す
る
よ
う
求
め

　

る
請
願
（
※
）�

不
採
択

・
介
護
・
福
祉
・
医
療
な
ど
社
会
保
障
の
施
策
拡
充
に
つ
い
て
の
請
願
（
※
）

�

不
採
択

【
議
員
提
出
議
案　
１
件
】�

可
決

・
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
自
動
車
関
係
諸
税
の
見
直
し
を
求
め

　

る
意
見
書
（
※
）

わ
り
は
な
く
、
教
育
委
員
会
の
所

管
業
務
で
あ
る
学
校
教
育
か
ら
ス

ポ
ー
ツ
振
興
ま
で
を
一
体
的
に
推

進
す
る
。

〔	

問
〕
文
化
振
興
課
の
図
書
館
業
務

以
外
を
、
市
民
活
動
部
の
文
化
観

光
課
に
移
管
す
る
ね
ら
い
は
。

〔	

答
〕
文
化
観
光
課
の
創
設
の
ね
ら

い
は
、
本
市
の
歴
史
や
文
化
を
重

要
な
観
光
資
源
と
捉
え
、
万
燈
祭

や
大
名
行
列
等
の
観
光
イ
ベ
ン
ト

な
ど
で
そ
の
魅
力
を
積
極
的
に
発

信
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

　

	　

ま
た
、
歴
史
博
物
館
建
設
業
務

を
含
む
「
文
化
の
振
興
」、「
文
化

財
の
保
護
、
活
用
、
調
査
研
究
」

に
加
え
て
「
観
光
」
に
関
す
る
業

務
を
行
う
。

〔	

問
〕
中
央
図
書
館
は
教
育
部
生
涯

学
習
課
、
美
術
館
は
市
民
活
動
部

文
化
観
光
課
の
所
管
と
な
る
が
、

そ
の
目
的
と
意
図
は
。

〔	

答
〕
図
書
館
は
、
学
習
施
設
と
し

て
の
性
質
を
考
慮
し
生
涯
学
習
課

の
所
管
と
す
る
。
美
術
館
は
、
主

に
美
術
や
芸
術
を
展
示
し
、
そ
の

魅
力
を
発
信
す
る
施
設
で
あ
る
た

め
、
文
化
観
光
課
で
所
管
す
る
。

〔	

問
〕
美
術
館
の
学
芸
員
は
、
教
育

委
員
会
で
職
務
に
携
わ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
市

長
部
局
の
所
属
と
な
る
こ
と
を
ど

う
考
え
る
か
。

〔	

答
〕
文
化
観
光
課
の
所
属
で
あ
っ

て
も
、
専
門
職
員
と
し
て
の
趣
旨

に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。

　

美
術
館
の
所
管
が
市
長
部
局
に
移

管
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
議
案
に

は
反
対
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
ま

し
た
が
、
採
決
の
結
果
、
可
決
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

■
刈
谷
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

〔	

問
〕
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
し

て
、
そ
の
個
人
番
号
を
利
用
で
き

る
事
務
の
全
て
が
本
条
例
に
記
載

さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
よ
い

か
。

〔	

答
〕
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
定
め
の

あ
る
も
の
を
除
き
、
現
時
点
で
個

人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
を
規
定

し
て
い
る
。

い
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
す
る
額
（
一
般
会
計
）

�

５
億
８
，
１
９
６
万
５
千
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
一
般
会
計
）

�

５
６
７
億
３
，
９
３
８
万
６
千
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
全
会
計
）

�

８
９
６
億
３
，
１
３
４
万
８
千
円

主
な
事
業

　

日
本
の
伝
統
技
術
「
か
ら
く
り
」

を
活
か
し
た
製
造
現
場
の
改
善
作
品

を
展
示
す
る
「
愛
知
か
ら
く
り
く
ふ

う
展
i
n
刈
谷
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

開
催
日　

３
月
12
日
（
土
）　
　

　

会　

場　

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

　

入
場
料　

無
料

　

対
象
者　

主
に
小
中
高
生

�

１
３
６
万
５
千
円

※
市
民
の
方
等
か
ら
貴
重
な
ご
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
有
効
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
心
身
障
害
者
福
祉
事
業
費
寄
附
金

�

53
万
７
千
円

・
児
童
福
祉
事
業
費
寄
附
金

�

１
０
１
万
４
千
円

・
児
童
育
成
事
業
費
寄
附
金

�

26
万
８
千
円

・
公
園
事
業
費
寄
附
金

�

57
万
９
千
円

　

今
回
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
請
願
４
件
は
、
関
係
す
る
委
員

会
で
審
査
さ
れ
た
結
果
、
請
願
１
件

は
採
択
、
そ
の
他
の
も
の
は
不
採
択

と
な
り
ま
し
た
。

　

採
択
さ
れ
た
請
願
に
伴
う
意
見
書

は
本
会
議
最
終
日
に
賛
成
多
数
で
可

決
さ
れ
、
関
係
機
関
に
送
付
さ
れ
ま

し
た
。（
意
見
書
の
全
文
は
３
ペ
ー

ジ
上
段
に
掲
載
）

　
　
　
　

と
は
・
・
・
地
方
公
共
団

体
の
公
益
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
、

国
会
や
関
係
行
政
庁
へ
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
自
治

法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
、
市
議
会
の

意
思
を
国
等
へ
伝
え
る
た
め
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

【
請
願
】

▼
平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る

自
動
車
関
係
諸
税
の
見
直
し
を
求
め

る
請
願�

採
択

▼
子
ど
も
た
ち
が
豊
か
に
育
つ
よ
う

制
度
の
拡
充
を
求
め
る
請
願

�

不
採
択

▼
保
育
園
申
請
書
配
布
か
ら
〆
切
ま

で
の
期
間
を
近
隣
自
治
体
並
み
の
４

週
間
程
度
に
延
長
し
、
申
込
者
に
優

し
い
制
度
設
計
に
す
る
よ
う
求
め
る

請
願�

不
採
択

▼
介
護
・
福
祉
・
医
療
な
ど
社
会
保

障
の
施
策
拡
充
に
つ
い
て
の
請
願

�

不
採
択

【
陳
情
】

▼
国
に
対
し
て
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
に
対
す
る
意
見
書
」
の

提
出
を
求
め
る
陳
情

�

不
採
択

▼
「
憲
法
25
条
に
基
づ
く
権
利
保
障

と
し
て
の
社
会
福
祉
事
業
を
守
り
拡

充
す
る
こ
と
」
に
関
す
る
国
へ
の
意

見
書
採
択
に
つ
い
て
の
陳
情

�

不
採
択

請
願
・
陳
情
の
結
果

意
見
書

企画財政部
総　務　部
危機管理局

※変更分のみ記載
※変更分のみ記載

契約検査室
納税推進室
危機管理課

生涯学習課　社会教育センター
　　　　　　東刈谷市民センター
　　　　　　富士松市民センター
　　　　　　小垣江市民センター
　　　　　　北部市民センター
　　　　　　南部生涯学習センター
文化振興課　中央図書館
　　　　　　美　術　館
スポーツ課

現
　
　
　行

新

企画財政部
総　務　部

契約検査課
納　税　課

農　政　課
土地改良事業室
商　工　課
環境推進課
ごみ減量推進室

市民協働課
市　民　課
市民安全課

土木管理課
道路建設課
雨水対策課
建　築　課
用地対策課
まちづくり推進課
都市交通課
公園緑地課
区画整理課
水 道 課　　　浄水管理事務所
下水道管理課
下水道建設課
教育総務課　学校給食センター
学校教育課　子ども相談センター

市民活動部

経済環境部

建　設　部

都市整備部

上下水道部

生涯学習部

教　育　部

危機管理課
くらし安心課
市民協働課
市　民　課
文化観光課　美　術　館
商工業振興課
企業立地推進室
農　政　課
環境推進課
ごみ減量推進課
土木管理課
道路建設課
建　築　課
用地対策課
まちづくり推進課
都市交通課
公園緑地課
市街地整備課
水　道　課　浄水管理事務所
下水道管理課
下水道建設課
雨水対策課
教育総務課　学校給食センター
学校教育課　子ども相談センター
生涯学習課　社会教育センター
　　　　　　東刈谷市民センター
　　　　　　富士松市民センター
　　　　　　小垣江市民センター
　　　　　　北部市民センター
　　　　　　南部生涯学習センター
　　　　　　中央図書館
スポーツ課　

生活安全部

市民活動部

産業環境部

建　設　部

都市政策部

水 資 源 部

教　育　部

※福祉健康部、長寿保険部、次世代育成部は変更ありません。

○４月１日から市役所の組織が変わります

■
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て
（
同
意
第
７
号
、
第
８
号
）

　

平
成
28
年
１
月
24
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
再
任
す
る
こ
と
に
同

意
し
ま
し
た
。
任
期
は
４
年
で
す
。

　

前
任
者
が
平
成
28
年
３
月
31
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
そ
の
後
任

と
し
て
次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。
任
期
は
４
年
で
す
。

川か
わ

口ぐ
ち

　
孝た

か
し嗣

　
氏

池
田
町　

稲い
な
が
き垣

　
　
武た

け
し

　
氏

神
明
町　

平
成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
自
動
車
関
係
諸
税
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

　

私
た
ち
の
生
活
必
需
品
で
あ
る
自
動
車
に
は
、
複
雑
か
つ
過
重
な
税
負
担
、
課
税
根
拠
が
喪
失

し
た
税
の
存
続
や
二
重
課
税
と
い
っ
た
課
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
車
体
課

税
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
伴
う
税
制
抜
本
改
革
法
第
７
条
に
記
さ
れ
た

「
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
及
び
グ
リ
ー
ン
化
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
行
う
」
に
沿
っ
て
国
民
生
活

に
対
す
る
確
実
な
負
担
軽
減
を
行
う
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
数
年
の
税
制
改
正
で
は
、「
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
」
に
逆
行
す
る
改
正
が
繰

り
返
さ
れ
て
き
た
。
平
成
27
年
４
月
よ
り
軽
自
動
車
税
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
平
成
28
年
４
月
に

は
、
軽
自
動
車
税
の
経
年
車
へ
の
重
課
、
二
輪
車
の
増
税
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
消
費
税

率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
平
成
29
年
４
月
に
は
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
に
、
自
動
車

取
得
税
廃
止
の
代
替
に
他
な
ら
な
い
環
境
性
能
割
の
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
今
後
も

ユ
ー
ザ
ー
負
担
増
大
に
繋
が
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
経
済
は
、
長
ら
く
続
い
た
デ
フ
レ
か
ら
真
に
脱
却
で
き
る
か
否
か
の
転
換
期
を
迎
え
て
お

り
、
経
済
好
循
環
の
実
現
に
は
、
地
方
経
済
の
活
性
化
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
と
り
わ
け
地
方

に
お
い
て
日
常
生
活
の
足
で
あ
る
自
動
車
の
税
制
を
簡
素
化
し
、
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
は
、
消

費
税
に
対
す
る
生
活
減
税
の
役
割
を
果
た
し
、
地
方
経
済
再
生
の
切
り
札
と
も
な
り
得
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
平
成
27
年
度
は
、
国
内
新
車
販
売
台
数
が
５
０
０
万
台
を
割
り
込
む
厳
し
い
見
通

し
が
示
さ
れ
お
り
、
産
業
の
空
洞
化
を
防
ぎ
、
雇
用
の
確
保
を
守
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
日
本
の

モ
ノ
づ
く
り
」
を
守
る
こ
と
が
自
動
車
産
業
を
中
心
と
し
た
製
造
業
の
集
積
地
で
あ
る
こ
の
地
域

の
活
性
化
に
繋
が
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
国
及
び
政
府
に
対
し
、
自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
を
「
最
重

要
案
件
」
と
し
て
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
要
望
を
す
る
。

記　
　
　
　
　

　

１　

車
体
課
税
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
簡
素
化
及
び
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

　
　

⑴　

自
動
車
取
得
税
を
廃
止
す
る
こ
と

　
　

⑵　

自
動
車
重
量
税
の
廃
止
を
含
め
、
負
担
軽
減
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
　

⑶　

�

自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
（
四
輪
車
・
二
輪
車
）
の
負
担
軽
減
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　

２　

燃
料
課
税
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
簡
素
化
及
び
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

　
　

⑴　

｢

当
面
の
間
と
し
て
措
置
さ
れ
る
税
率｣

（
旧
暫
定
税
率
）
を
廃
止
す
る
こ
と

　
　

⑵　

複
雑
な
燃
料
課
税
を
簡
素
化
す
る
こ
と

　
　

⑶　

タ
ッ
ク
ス
・
オ
ン
・
タ
ッ
ク
ス
を
解
消
す
る
こ
と

　

３�　

車
体
課
税
及
び
燃
料
課
税
の
抜
本
的
見
直
し
に
際
し
て
は
、
市
町
村
を
始
め
と
す
る　
　

地
方
へ
の
代
替
財
源
を
確
保
す
る
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
27
年
12
月
18
日

刈　

谷　

市　

議　

会　

会派名及び
議　員　名

議案名及び
議 決 結 果

刈谷真政クラブ 市民クラブ 自民クラブ 公明
クラブ

日本共産党
議員団

清風
クラブ

笑
の
会

議　

長

副
議
長

外
山　

鉱
一

清
水　

俊
安

鈴
木　

正
人

加
藤　

廣
行

稲
垣　

雅
弘

加
藤　

峯
昭

鈴
木　

浩
二

伊
藤　

幸
弘

黒
川　

智
明

佐
原　

充
恭

中
嶋　

祥
元

山
内　

智
彦

加
藤　

賢
次

鈴
木　

絹
男

神
谷　

昌
宏

蜂
須
賀
信
明

松
永　
　

寿

白
土
美
恵
子

樫
谷　
　

勝

新
村　

健
治

野
村　

武
文

山
本
シ
モ
子

上
田　

昌
哉

新
海　

真
規

星
野　

雅
春

渡
邊　

妙
美

前
田　

秀
文

山
崎　

高
晴

刈谷市事務分掌条例等の一部改正について 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○╳╳╳╳╳╳○議

長
の
た
め
、
採
決
に
加
わ
ら
な
い

○
刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に
関する条例の一部改正について

可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○╳╳╳○○○○ ○

一般会計補正予算（第４号） 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○╳╳╳╳╳╳○ ○

平成28年度税制改正における自動車関係諸税の見直し
を求める意見書

可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○╳╳╳○○○○ ○

副市長の選任について（同意第８号） 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○╳╳╳○○○○ ○

12月定例会提出議案の賛否について
賛否が分かれたものについて掲載します。（○：賛成　×:反対）


